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資料 開催要綱  

「石綿に関する健康管理等専門家会議」開催要綱  

1 設置目的   

平成17年7月25日の厚生労働省アスベスト対策推進チーム第2回会合において、専門家より  

ヒアリングを行い、以後、「専門家チームにより、リスク評価に基づく健診対象やアスベストばく露  

者に対する健康管理の方法の検討を行う」とされ、7月29日の関係閣僚による会合で「アスベス  

ト問題への当面の対応」に盛り込まれたところである。この趣旨を踏まえ、今般、専門家を招集し、  

専門的見地から検討を行うこととする。  

2 業務内容   

会議は、次に掲げる事項について検討する。  

（1）石綿に関する健康管理  

（2）石綿に関する健康相談  

（3）前2号に掲げるもののほか、石綿の健康に関する専門的な知見が必要な事項。  

3 組織  

（1）本専門家会議は安全衛生部長が招集する。  

（2）座長は委員の互選により選出する。  

（3）座長は座長代理を選出する。  

（4）必要に応じ、本専門家会議の下に作業部会を設置することができる。  

（5）作業部会長は、本専門家会議座長が指名する。  

（6）会議の事務は、健康局、老健局の協力を得て、労働基準局安全衛生部において処理する。  

4 その他   

この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。  

附則  本要綱は、平成17年8月2日から施行する。  
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資料 石綿健康相談実施結果  

事業場周辺における臨時健康相談実施状況  

（12月14日現在）  

第1回 健康相談実施状況（8月22日～9月22日）  

開催地及   

【講演会】   兵庫県尼崎市（120）、神奈川県横須賀市  

岡山県玉野市（約140）、佐賀県鳥栖市（一  

埼玉県さいたま市（22）、香川県高松市（6（   

【相談会】  兵庫県尼崎市（38）、大阪府阪南市（28）、ネ［  

岡山県玉野市（70）、佐賀県鳥栖市（21）、  

埼玉県さいたま市（8）、香川県高松市（22）   

及び参加人数  

（94）、岐阜県羽島市（130）、  

奈良県橿原市（70）、  

申奈川県横須賀市（41）、岐阜県羽島市（41）、  

奈良県橿原市（28）、  

、広島県呉市（13）  

第2回 健康相談実施状況及び予定（9月29日～11月29日）  

開催   

【講演会】   神奈川県横須賀市（88）、兵庫県尼崎   

【相談会】  佐賀県鳥栖市（35）、神奈川県横浜市  

埼玉県秩父郡市（13）、岡山県玉野市  

佐賀県佐賀市（11）、大阪府泉南市（9）   

地及び参加人数  

市（60）、埼玉県秩父郡市（20）、  

（25）、兵庫県尼崎市（58）、  

（20）、奈良県橿原市（8）、  

．広島県呉市（13）  
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